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株式会社 大東ジェイホーム

宅地分譲
注文住宅

問　株式会社ジチタイアド　akisol（アキソル）カスタマーサポート　☎︎0120-772-135（フリーダイヤル）
または　☎092-716-3300（直通）
※受付時間：平日午前9時〜午後6時

空き家問題解決のための総合プラットフォーム
「akisol（アキソル）」を使ってみませんか

　空き家等の解消および活用に向け、「akisol（アキソル）」を運営する株式会社ジチタイアドとの
連携協定を令和6年12月1日に締結しました。
　「akisol（アキソル）」は空き家所有者からの相談窓口として、問題解決に向けてサポートを行い
ます。空き家を相続したがどうすればいいのか困っている方、売却が難しい空き家を手放したい方
など、ぜひ「akisol（アキソル）」へご相談ください。

北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたら？
　令和6年8月8日、運用開始以来、初の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表され、関東から九州の各地
で、日頃からの地震への備えの再確認などが呼びかけられました。同様に北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表
されたらどうすればよいか、改めて確認しましょう。

●北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたら？
　発表から1週間、日頃からの地震への備えの再確認、すぐに避難できる態勢の準備などを行ってください。なお、
水や食料の備蓄は、慌てて買い出しに行くことが無いよう、普段から定期的に確認しておきましょう。
　ちなみに、北海道・三陸沖後発地震注意情報や南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表中、対象地域への
旅行・出張を中止する必要はありません。発表中に大きな地震が発生する確率は100回に1回程度です。訪問先の
交通状況、施設等の営業状況を確認し、適宜、緊急情報の取得態勢を確保して適切な行動を心がけるようにしてくだ
さい。

●日頃からの地震の備えを忘れずに！
　北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されても、発表期間の1週間に、被害を伴うような大地震が発生しない
ことがほとんどですが、巨大地震が何の前触れもなく発生する場合もあります。突発的に大きな地震が発生した場
合に備えて、日頃から地震への備えを徹底しましょう。

問　仙台管区気象台　地域防災推進課　☎297-8135

北海道・三陸沖後発地震
注意情報について

（内閣府ホームページ）

南海トラフ地震
臨時情報について

（内閣府ホームページ）

塩釜税務署からのお知らせ塩釜税務署からのお知らせ
●確定申告は、ぜひご自宅から！！

●国税に関する問い合わせ先

●申告書・申請書等の送付先

　申告書作成会場は大変混雑するため、スマホやパソコンとマイナンバーカードを利用して、e-Taxにより自
宅から、24時間申告することができますので、ぜひご利用ください。
　申告書の作成・提出は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

☎0570-00-5901（全国一律の電話番号）
午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

仙台国税局業務センター＜〒980-8406 仙台市青葉区上杉1丁目1-1（仙台北税務署内）＞

●申告書作成会場について（令和６年分所得税 (譲渡所得を含む)・消費税・贈与税の申告書）

※1 申告書作成会場の混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。

　　①LINEから事前に発行（事前発行可能期間あり）
　　②当日会場で配付
　　 （配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります）
※２ 申告書作成会場では、ご自身のスマホとマイナンバーカードを使用し、ご自身で申告書を作成のうえ、ｅ-Taxにより送信
（提出）していただきますので、お持ちの方はご持参ください。

　   なお、マイナンバーカードに設定した２種類のパスワード（注）が必要となります。また、
マイナンバーカードの有効性を来場前に必ずご確認ください。

（注）利用者証明用電子証明書のパスワード(数字４桁)、署名用電子証明書のパスワード
（英数字６～16文字）が不明な場合またはロックされた場合、市町村の窓口またはコンビ
ニ等で初期化が可能です。

※３ マイナポータル（ご利用には事前準備が必要です）と連携することで、医療費やふるさと
納税などのデータが申告書に自動入力でき、スムーズに申告書が作成できますので、ぜひ来場前に事前準備し、ご来場ください。

※４ 国税庁が制作した「記帳・決算のしかた」に関する動画を日々の記帳等の参考にしてください。
※５ 塩釜税務署内には、申告書作成会場を設置していません。

　二次元コードから国税庁アカウント
を友だち追加し、入場整理券取得可能
期間に会場・日時を選択してください。

マリンゲート塩釜２階ベイサイドルーム

問　塩釜税務署　☎3６2-２151（代表）

確定申告書等
作成コーナー2月17日（月）～ 3月17日（月）（土・日曜日、祝日を除く）　午前9時～午後4時

と こ ろ
と 　 き

利用時間
電話番号

有効性の確認方法はこちら

Android iPhone

動画はこちら

　　　  もしかしたら貴金属の買い取りが目的かも！
　電話で「どんなものでも買い取ります」という勧誘が増えています。
　どんなものでもと言われて、眠っている着物や洋服の訪問買い取りを依頼した結果、訪問業
者に着物や洋服を差し出すも評価することもなく「貴金属はないか」と強い口調で言われ、怖く
なって家にあるネックレスや指輪を差し出すと買取書のチェック欄に記入させられ、署名や印鑑
の捺印までさせられた後、２万円のお金を置いて立ち去ったというような事例もあります。
この他にも訪問買い取りにまつわるトラブル事例がありますので、契約は慎重にしましょう。
★事前に電話等で約束しても訪問時に消費者が承諾していない物品の売却を求めることはできません。 
　貴金属の売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
★売却する場合は必ず、契約書を受け取り、書面に物品の種類や買取価格、事業者の連絡先の記載が
　あるかを確認することが大切です。
★訪問買取はその状況によりクーリングオフが可能な場合があります。クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒む
ことができます。

※近頃、買い取り業者やリフォーム業者を騙る不審な電話も増えており関連性は不明ですが、凶悪な事件も増えています。世帯
情報や個人情報を聞かれても答えず不用な電話はきっぱりと断るか、知らない番号からの電話には出ないよう心がけましょう。

強引な訪問買取に注意しましょう！

問　利府町消費生活相談窓口　☎767-２１20　平日（火・木曜日）
上記以外はダイヤル１８８へ

【LINEの利用方法】

何かあったときは、 早めに右記の窓口に相談しましょう

かた

【入場整理券の取得方法】
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